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  13 時 30 分 再開 

○議長（武石善治） 午前中に引き続き会議を開きます。 

 

 日程第５ 議案第１号 上程・採決 

○議長（武石善治） 日程第５ 議案第１号 平成 21 年度上小阿仁村一般会計

補正予算の専決処分報告について承認を求める件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（鈴木義廣） 予算関係議案の１ページをお開き願います。平成 21

年度上小阿仁村一般会計補正予算の専決処分報告であります。次の２ページを

お開き願います。３月 31 日付けの専決処分書となっております。この補正予算

の内容につきましては、３ページ以降になっております。歳入歳出それぞれ１

億 668 万 1,000 円を追加する補正予算で、補正後の総額が 34 億 4,658 万 5,000

円となるものであります。 

 この内容につきましては、９ページをお開き願います。歳入であります。こ

れにつきましては実績見込みによる補正となっております。 

１款１項１目１節村民税であります。300 万円の減額であります。それから

１款２項１目固定資産税につきましては 100 万円の減額となっております。 

 ２款１項１目自動車重量譲与税につきましては 220 万円の減額であります。

同じく２款１項１目地方道路譲与税につきましては 460 万 4,000 円の減額と

なっております。次のページをお開き願います。３項１目地方揮発油譲与税に

つきましては 437 万 3,000 円の追加となっております。 

 ９款１項１目地方交付税であります。そのうち特別交付税の追加分が 9,914

万 7,000 円の追加となっております。特別交付税につきましては、12 月交付が

3,831 万 1,000 円の交付となりまして、３月交付でありますけれども１億 1,375

万 2,000 円、トータルで１億 5,206 万 3,000 円の特別交付税の交付額となって

おります。ちなみに前年度比較して 314 万 1,000 円の増となっております。 

 次に、13 款２項４目総務費国庫補助金であります。この説明の中に情報基盤

整備事業推進交付金が 1,084 万 5,000 円の減額となっております。それから地

域活性化・きめ細かな臨時交付金 2,163 万 8,000 円の追加となっております。 

これは３月定例会でもお話してありますけれども、当初の限度額の予定が

7,726 万 2,000 円でありましたけれども、最終的に交付限度額が 9,890 万円に

決定になったものに伴う補正となっております。 

 15 款２項１目不動産売払収入であります。分収造林売払収入 31 万 6,000 円

の追加です。これは仏社３部落に対する分収金の収入であります。 

 次のページの上の方になりますけれども、20 款１項２目過疎対策事業債とい

うことで 130 万円の減額であります。これは光ファイバーに関する事業費に対



 －2－ 

する事業費の減額となっております。 

 次の 12 ページであります。歳出であります。 

 ２款１項 12 目財政調整基金費１億 1,700 万円の追加となっております。最終

的に 21 年度の財調の積立金が１億 6,592 万 9,000 円となっております。次に

18目の情報通信基盤整備事業費につきましては1,084万 5,000円の減額となっ

ております。実績見込みによる減額となっております。 

 次に４款３項１目診療所費につきましては財源更正となっております。これ

は臨時交付金の財源更正となっております。 

 ６款２項１目林業総務費 31 万 8,000 円であります。これは部落分収金、先ほ

ど歳入でもありましたけれども、仏社３部落に対する分収金 31 万 8,000 円と

なっております。それから３目の造林費につきましては財源更正となっており

ます。 

 次の８ページ、８款２項３目橋りょう維持費であります。これにつきまして

も財源更正となっております。 

 14 款１項１目予備費につきましては、財源調整ということで 20 万 8,000 円

の追加となっております。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。 

  （「７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） はい、７番 北林君。 

○７番（北林甚一） ただいま説明受けましたけれども、特別この補正予算に

対してのではありませんが、総務課長に職員教育、その他村民に対する職員の

対応の仕方、そういったものの指導がなされておるとは全く感じとれません。 

 というのは、私ども、長年職員と庁舎内で顔をつきあわせる、朝あるいはい

ろいろな場面で会うことがあります。大きな市と違いまして、職員とは私ども

は頻繁に会う機会があります。そこで、職員がともすれば緊張感といいますか、

外来者である、お客様である、といった初歩的な対応の仕方を省略しているの

ではないかという場面が多々ございます。 

 そこで、村長はじめ、就任以来村長も職員教育が大事である、職員は公僕で

あるというふうな基本的なことを常におっしゃっております。しかし、きょう、

たまたま経験したことでは、全くそういうふうな考え方、指導はなされておら

ない。この際、断言したいと思います。 

 というのは、機会だから言わせてもらいましたが、いつもこういうことは言

う気持ちはございません。この資料なるものを事前に配布しておるわけです。

それを私ども庁舎内に入りましたならば、これを取り替えるようなことが行わ

れておったようであります。私は何をやっているのか分かりませんでしたが、
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いよいよ私のところに来て、無言の状態でこれを出せといったような対応の仕

方。何も言わない。だから同僚議員は、これ差し出しておったわけです。 

それで、私どもには事前にこれを読んで精査して下さい。私は全部精査して

おりませんが、一応目をとおしたつもりではいます。しかし、そういったもの

を訂正したのだと思われます。これいかがなものですか。訂正した箇所はここ

で、こういったところで、こういうふうになりましたから大変失礼申し上げま

したとか、そこまで丁寧な言葉を使わなくてもいいです。これはこうこうで、

こうでありましたから差し替えしてもらいますからと、最低でもそのぐらいの

言葉は言わなければ。無言の状態です。 

 これに関する、私の今の発言に対しての総務課長としての考え方。そして、

今までの職員教育、どうなされたか、この機会に。 

○議長（武石善治） はい、総務課長。 

○総務課長（鈴木義廣） 議案の訂正につきましては、誠に申しわけありませ

ん。北林議員のおっしゃるとおり、ちゃんと内容を説明してから訂正してもら

うのが本来であります。議会が終わった後注意して、こうしたことが今後ない

ように指導していきたいと思います。 

その他に職員教育ということで前の議会、３月議会、その他にも議会のたび

に職員のあいさつの仕方が悪いとか、そういうことが指摘されておりまして、

今回、接遇マニュアルを作成しまて、14 日、月曜日ですけれども、そのマニュ

アルを熟読して住民に対応するようにということで配布しております。そして、

それをプリントして、確実に対応して遺漏のないように掲示板に載せておりま

す。再度、課長会議あるわけですけれども、その場でもまた話していきたいと

思っております。今回は本当に申しわけありませんでした。 

  （「７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） ７番 北林君。 

○７番（北林甚一） つけ加えますが、こういうものにこんなに大きな声を出

すこともなんですが、こういうふうな発言したのは、私は本会議では初めてで

あります。したがって、言わせてもらったわけだけれども、こういった具合の

発言あるいは職員に話をすると、何だこういうこと、面倒なこと、わかりきっ

ていること、変な言いがかりをつけると言わんばかりの態度に遭遇する場合が

多々ありますから、そういったことを庁舎内で調べるなり、そういう場面があっ

たら、あるいは本当に相手が気に食わない村民であって話にならない村民で

あったか、そういったぐあいのところまでやっぱり調べてもらわないと、何か

これ解決しないような気がします。一言話して終わります。 

 以上です。答弁いりません。 

○議長（武石善治） 他に質疑ありません。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第１号 平成 21 年度上小阿仁村一般会計補正予算の専決処分報告につ

いての承認を求める件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、報告どおり承認することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 異議なしと認めます。よって、本案は報告どおり承認さ

れました。 

 

 日程第６ 議案第２号 上程・採決 

○議長（武石善治） 日程第６ 議案第２号 上小阿仁村村税条例の一部を改

正する条例の専決処分の報告について承認を求める件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。住民福祉課長。 

○住民福祉課長（鈴木壽美子） 上小阿仁議会定例会提出議案というものをお

出し願いたいと思います。議案第２号 上小阿仁村村税条例の一部を改正する

条例の専決処分報告についてでございます。これにつきましては、次のページ、

22 年３月 31 日の専決とさせていただいております。内容にいきたいと思いま

す。３ページでございます。上小阿仁村村税条例の一部を改正する条例という

ことで、条例の一部を改正しております。それにつきましては、地方税法等が

改正になりまして改正したものでございます。 

 最初の第 19 条各号列記以外の部分から、算定期間または同項第３号を、また

は同項第４号に改めるというところまでにつきましては、地方税法の改正によ

りまして、項、号が改正された内容となっております。 

 次の第 35 条の３の次に次の２条を加えるということで、個人の村民税に係る

給与所得の扶養親族申告書という部分と、次のページでございますが、その中

ほどに個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書という部分の２

条でございますが、これにつきましては、扶養控除等の見直しが行われまして、

それで扶養親族に関する情報を把握することができないことから設けられてお

ります。この扶養控除が改正なるということは、16 歳未満の子供、それから 16

歳以上 23 歳未満の特定扶養ということで、この扶養控除と特定扶養控除が廃止

になります。それにつきましては、住民税につきましては 24 年度分からの控除

の廃止になりますので、それに今までは扶養控除は書かれて、誰が控除になっ

たかということは分かっていて、均等割、所得割の課税の部分で影響してきま

すが、それがなくなったことによって把握できないこと、そのためにこの扶養

親族の申告書が必要だということで、この２条のところで設けてございます。 

 ５ページになりますが、中ほどのところに第 43 条第２項中「及び公的年金等
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に係る所得」を削りから、「給与所得以外」とあるのは「給与所得及び公的年金

等に係る所得以外」とするというところまでですが、ここにつきましては、43

条３項の次にこの１項を設けておりまして、その内容につきましては、65 歳未

満で年金受給者であったものが、今までは年金の所得とそれから給与所得が

あった場合は別々に徴収するというふうな形になってあったものを、給与所得

の特別徴収がある人に対しては、年金も給与も一緒に徴収してもいいという、

その条項がここでうたわれております。そして、それに１項加えたことによっ

て 44 条第１項中の、前条第４項を前条第５項に改めるということで、この条項

が 1 つ変わっております。 

 次の第 47 条第１項中から次のページになりますが、第 52 条第７項中「第 10

条の２の 10」を「第 10 条の２の 11」に改めるというところまでですが、これ

につきましては、地方税法の改正によりまして条文、条項が改正されておりま

す。 

 ６ページですが、第 91 条中「3,298 円」を「4,618 円」に改めるという条項

がありますが、それにつきましては、たばこの関係です。100 本の単価の改正

を今年 10 月１日からなりますので、その部分を改正しております。 

 次のページですが、附則第 13 条を削り、13 条の２を附則第 13 条とするとい

うことで、これにつきましては、法附則の 31 条に第１項の適用の土地に係る特

別措置保有税の非課税措置が廃止されたということで、その 13 条を削っており

まして、それが 13 条の２を 13 条とするという条項になります。 

 次の附則第 14 条の２の見出し中「たばこ税の税率」の次に「の特例」を加え

て、同条第１項中「1､564 円」を「2,190 円」に改めるということで、これにつ

きましては旧たばこの金額を改正しているものでございます。 

 次の附則第 17 条の３の見出しを「非課税口座内上場株式等の譲渡に係る村民

税の所得計算の特例」に改めるということで、ここにつきましては、もともと

削除ということでなかったものを、今話しました非課税のうんぬんということ

で条項を定めております。これにつきましては、小額上場株式等に係る配当所

得及び譲渡所得等の非課税措置の創設に伴いまして、当該非課税口座内上場株

式等の金額とそれ以外の上場株式等の譲渡所得の金額を区分して、所得税の例

によって計算するということで、引かれた分を別々にするということでござい

ます。 

 ２の租税特別措置法第 37 条から、そこの段ですが、そこにつきましては非課

税口座から当該口座内の上場株式等を払い出した場合の当該上場株式等の取得

価格を株式の取引実態等において算出方法を定めるという条項でございます。 

 次のページですが、それの本則第 18 条の４第 1 項中「租税条約の実施に伴う

所得税法」というような形でうたっていますけれども、これつきましては、租
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税条約の部分を租税条約等という条例に等がついたという改正条文でございま

す。 

 この条例につきましては、22 年４月１日から施行なるということで、今話し

た部分の中では条文が４月１日からでなくて変わる部分もありますので、先ほ

ど実際変わる分など、たばこ税は 10 月１日ですし、扶養親族等の変更につきま

しては、住民税に対しては 24 年度から、所得税につきしては 23 年度分からと

いうふうな形に改正になりますので、その分がうたっておりますのでご報告し

ておきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第２号 上小阿仁村村税条例の一部を改正する条例の専決処分報告につ

いて承認を求める件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、報告どおり承認することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 異議なしと認めます。よって、本案は報告どおり承認さ

れました。 

 

 日程第７ 議案第３号 上程・採決 

○議長（武石善治） 日程第７ 議案第３号 上小阿仁村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の専決処分報告について承認を求める件を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。住民福祉課長。 

○住民福祉課長（鈴木壽美子） 12 ページをお開きいただきたいと思います。

議案第３号 上小阿仁村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

報告についてでございます。次の 13 ヘージですが、その専決処分についても３

月 31 日の専決でございます。次の 14 ページでございますけれども、上小阿仁

村国民健康保険税条例の一部を改正する条例ということで、税条例の一部を改

正しております。 

 今回の改正つきましては、医療分の課税限度額を 47 万円であったものを 50

万円ということで、３万円上乗せしております。後期高齢者支援等の課税額、

それにつきましては 12 万円であったものを 13 万円ということで、１万円を上

乗せする内容でございます。それにつきましても地方税法の改正によりまして

改正させていただいております。 

 真ん中ほどに 25 条の次に次の１条を加えるということで、特例対象被保険者
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等に係る国民健康保険税の課税の特例ということで設けておりますが、これに

つきましては、倒産、解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた

場合に、給与所得の 100 分の 30 を所得として計算するということがうたわれて

おります。 

 次の 14 ページでございますが、その申告をしなければいけないということで、

国民健康保険税の納税義務者である世帯主またはその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合に

つきましては、納税義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事

項を記載した申告書を村長に提出しなければならないということで、これにつ

きましては離職証明書、雇用保険の受給資格証明書というふうな形で提示をし

ていただかなければならないということで、それを提示していただいて、理由

が先ほど話したように倒産、解雇という事業者の関係で、それが首になったと

いう方に対しては、前年もらっている給与の 100 分の 30 を所得としてみるとい

う、その条項がここの中に定められております。 

 この条項につきましては、ことしの４月１日からの施行となっておりますの

でよろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第３号 上小阿仁村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処

分報告について承認を求める件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、報告どおり承認することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 異議なしと認めます。よって、本案は報告どおり承認さ

れました。 

 

 日程第８ 議案第４号 上程・付託 

○議長（武石善治） 日程第８ 議案第４号 平成 22 年度上小阿仁村一般会計

補正予算についての件を議題といたします。 
 提案理由の説明を求めます。総務課長。 
○総務課長（鈴木義廣） 予算関係議案の 15 ページをお開き願います。議案第

４号であります。平成 22 年度上小阿仁村一般会計補正予算ということでありま

して、歳入歳出に 2,115 万円を追加する補正予算でありまして、補正後の総額

は 22 億 3,006 万 3,000 円となります。 

 内容の詳細について説明いたします。23 ページをお開き願います。歳入であ

ります。主な補正について説明いたします。 
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 23 ページの 14 款１項１目民生費県負担金であります。７節児童福祉費補助

金ということで、母子生活支援施設費の補助金が 312 万 6,000 円の追加となっ

ております。 
 次のページをお開き願います。14 款２項４目農林水産業費県補助金でありま

す。農業費補助金トータルでは 386 万 7,000 円の追加となっております。その

内訳につきましては新規需要米生産体制緊急整備事業ということで 182 万円、

これは福館の集落営農組合に対する県からの補助金であります。その他に大き

なのが農業委員会補助金 244 万 1,000 円となっております。 

 次に 17 款２項１目財政調整基金繰入金であります。1,000 万円の追加となっ

ております。財源不足分を財調の繰り入れを見込んでおります。 

 次のページになります。19 款４項５目であります。トータルで 390 万 8,000

円の追加であります。これにつきましては、こあに号の車両事故に伴う保険金

であります。車両につきましては、まだ整備中であります。これは見込みで 298

万 9,000 円ほどかかる見込みです。それから電柱に衝突しておりますので、そ

の補償費は 91 万 9,000 円、これにつきましては確定しております。 

 20 款１項１目民生費であります。150 万円の減額となっております。これは

高齢者住宅整備資金貸付の申し込みがないということで減額しております。 

 次のページをお開き願います。歳出であります。人件費につきましては、今

回の人事異動と、それから共済組合負担金の負担金率の改正と雇用保険料の掛

金の事業主負担が増になっていることに伴う追加となっております。それ以外

の主なものをご説明いたします。 

 27 ページをお開き願います。５目の財産管理費 299 万円の追加となっており

ます。歳入でも保険金のところで説明しましたけれども、修繕料が 299 万円か

かるということであります。これは、今のところ概算となっております。電柱

の補償につきましては、東北電力さんの方からすぐに払ってもらいたいという

ことで予備費から充用、対応させていただきましたので、よろしくお願いいた

します。 

 次に 29 ページをお開き願います。歳入でもありましたけれども、高齢者住宅

の貸付申し込みがないということで 150 万円の減額をしております。 

 次のページをお開き願います。30 ページの上の方になります。６目障害者福

祉費 144 万円の追加であります。これは障害者施設支援費を補正しております。 

 ３款２項３目母子福祉費では 260 万 9,000 円の追加となっております。これ

は母子生活支援施設入所委託ということで、１年分の追加となっております。 

 次に 33 ページをお開き願います。４款３項１目診療所費であります。繰出金

160 万 6,000 円の追加となっております。特別会計の方でも出てきますけれど

も、診療施設特別会計への繰出金、先生から要望がありまして、待合室の天井
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にシーリングファンをつけていただきたいということと、それから診療所の前

の駐車場が暗いということでその照明の経費。それからニチイにレセプトの請

求など行っておるわけですけれども、今１人のところを 1.5 人、午前中だけ増

やしてもらいたいということで、その分を一般会計から繰り出ししております。 

 次に 35 ページをお開き願います。３目農業振興費であります。そのうちの

19 節負担金補助及び交付金ということで 182 万円の追加となっております。歳

入の方でもご説明しましたが、新規需要米生産体制緊急整備事業補助金という

ことで、福館営農組合に対する補助金となっております。 

それから、35 ページの下の方になるわけですけれども、５目野外生産試作セ

ンター管理費ということで15節工事請負費149万7,000円の追加となっており

ます。ガラス温室のボイラーの入替え工事ということで計上しております。 

40 ページをお開き願います。備品購入費ということで、今回行政報告の中に

もありましたけれども、195 万 6,000 円の追加なっております。児童用のヘル

メット 48 万 6,000 円、学校の図書システム購入費ということで 147 万円の追加

となっております。 

 最後 42 ページになりますけれども、14 款１項１目予備費 534 万円の減額と

なっています。 

 以上が一般会計の主なものとなっておりますのでよろしくお願いします。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第４号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

 

 日程第９ 議案第５号～日程第 16 議案第 12 号 上程・付託 

○議長（武石善治） 日程第９ 議案第５号 平成 22 年度上小阿仁村国民健康

保険事業勘定特別会計補正予算についての件から、日程第16 議案第12号 平

成 22 年度上小阿仁村下水道事業特別会計への繰入れについての件まで、８件を

一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。住民福祉課長。 

○住民福祉課長（鈴木壽美子） 49 ページをお開きいただきたいと思います。

議案第５号 平成 22 年度上小阿仁村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算、

第１号でございます。歳入歳出それぞれ 105 万 1,000 円を追加いたしまして、

３億 9,207 万円とする補正予算でございます。 

内容につきましては 55 ページからとなっておりますけれども、主なこの補正

予算の内容でございますが、先ほど条例関係の中でもありましたけれども、倒

産、解雇などによる離職者の雇い止めなどによる軽減のシステム改修による補
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正を見ておりますのでよろしくご審議いただきたいと思います。 

○議長（武石善治） 総務課長。 

○総務課長（鈴木義廣） 議案第６号であります。65 ページをお開き願います。 

国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算であります。歳入歳出それぞれ

162 万 4,000 円を追加するものでありまして、補正後の総額は１億 1,222 万

7,000 円となっております。 

 詳細については、歳出の方からご説明いたします。 

72 ページをお開き願います。１款１項１目一般管理費、トータルで 162 万

4,000 円の追加となっております。人件費につきましては、一般会計でもご説

明申し上げましたが、共済の掛金率、雇用保険料の掛金率アップに伴う追加と

なっております。13 節委託料、医療事務委託料ということでニチイに委託して

おりますが、患者が増えてきているということから、１人から、できれば午前

中もニチイに委託してもらいたいということで、半日分を今回補正として計上

しております。それから 15 節工事請負費につきましては、待合室にシーリング

ファンをつけてもらいたいということで先生からの要望、それから駐車場が暗

いということで照明をとりつけております。トータルで 27 万 1,000 円の追加と

なっております。 

 前のページに戻っていただきまして、71 ページ、歳入で一般会計からの繰入

金が 160 万 6,000 円。雇用保険料１万 8,000 円の追加となっておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） 特別養護老人ホーム施設長。 

○特別養護老人ホーム施設長（中嶋辰雄） 79 ページをごらんいただきたいと

思います。議案第７号 平成 22 年度上小阿仁村特別養護施設特別会計補正予算

（第１号）。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 10 万 5,000 円を追加し、

歳入歳出予算総額をそれぞれ３億 5,821 万 4,000 円とするものでございます。 

 詳細につきましては 85 ページ、歳入ですが、７款２項１目納付金でございま

す。保険率の改定による 10 万 5,000 円の追加でございます。 

 次の 86 ページをごらんいただきたいと思います。歳出でございます。 

１款１項１目一般管理費につきましては、給与は人事異動に伴うものでござ

います。職員手当につきましても人事異動。退職手当組合負担金につきまして

は負担率の変更に伴うものでございます。共済費につきましても負担率の変更、

雇用保険料につきましても保険率の改訂によるものでございます。それぞれ

トータルいたしまして 58 万 8,000 円の減額でございます。 

 次の 87 ページは、３款１項１目財政調整基金積立金でございますが、69 万

3,000 円は調整分の額でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（武石善治） 建設課長。 

○建設課長（小林隆） 95 ページをごらんください。議案第８号 平成 22 年

度上小阿仁村農業集落排水事業特別会計補正予算です。歳入歳出それぞれ 18

万 1,000 円を追加して、総額を 6,848 万 8,000 円とするものであります。 

 内訳については歳出からご説明いたします。102 ページをごらんください。

職員の人件費分で職員手当等、それから共済費、それぞれ率の改定によるもの

です。 

 前のページに戻って 101 ページ、その分の職員人件費分を一般会計から繰り

入れております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 引き続き 109 ページをごらんください。議案第９号 平成 22 年度上小阿仁村

下水道事業特別会計補正予算についてです。歳入歳出それぞれ 21 万 6,000 円を

追加し、補正後の総額それぞれ 5,948 万 8,000 円となるものであります。 

 内訳は歳出から説明します。116 ページでございます。それぞれ職員人件費

に係る分でございますので、率の改定等でございます。 

 前に戻って 115 ページ、一般会計からその分を職員人件費分として 21 万

6,000 円を繰り入れております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（鈴木壽美子） 123 ページをお開きいただきたいと思います。

議案第 10 号 平成 22 年度上小阿仁村介護保険事業勘定特別補正予算（第１号）

でございます。歳入歳出それぞれ36万 5,000円を追加いたしまして、３億6,503

万 2,000 円とする補正予算でございます。 

 内容につきましては、129 ページからとなっておりますけれども、歳出の方

で認定調査賃金ということで 38 万 9,000 円。そして謝金ということで、これは

健康運動指導士の謝金でございます。これが 16 万円、それぞれ補正しておりま

すのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（武石善治） 総務課長。 

○総務課長（鈴木義廣） 議案関係の 16 ページをお開き願います。議案第 11

号であります。平成 22 年度上小阿仁村農業集落排水事業特別会計への繰入れに

ついてということで、今回、職員の人件費、共済組合の負担金等の増に伴いま

して一般会計から繰り入れる額 18 万 1,000 円を追加するものでありまして、総

額で 4,705 万 5,000 円以内とする議案となっておりますのでよろしくお願いい

たします。 

 次に 17 ページになります。議案第 12 号であります。平成 22 年度上小阿仁村

下水道事業特別会計への繰入れについてということで、これも議案第 11 号と同
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様に人件費分として 21 万 6,000 円を追加しまして、一般会計から繰り入れる額

を 4,382 万 6,000 円以内とするものの議案となっておりますのでよろしくお願

いいたします。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第５号から議案第 12 号までは、総務産業常任委員会に付託いたします。 

 

 日程第 17 議案第 13 号 上程・付託 

○議長（武石善治） 日程第 17 議案第 13 号 一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（鈴木義廣） 18 ページになります。議案第 13 号 一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例であります。 

内容につきましては 19 ページになります。第 21 条を次のように改めるとい

うことで、給与からの控除できるものについて改めるものであります。控除す

ることができるのは、法律で定められたもの、条例で定められたものと規定あ

りますので、今回、指導受けまして条例にないものもあるということで今回改

正しております。 

ちなみに改正前の条項、それから改正後の条項、それから法律によりできる

ものという資料を委員会の方に提出したいと思いますのでよろしくお願いいた

します。ちなみに（４）（５）（６）、財形とか職員団体、労働組合の組合費です

けれども、その部分について追加となっております。それから（６）番では組

合員以外の場合でも、協定した貯蓄とかその他の組織について、それも適用す

るという条項ですのでよろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第 13 号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

 

 日程第 18 議案第 14 号 上程・付託 

○議長（武石善治） 日程第 18 議案第 14 号 職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（鈴木義廣） 20 ページをお開き願います。議案第 14 号でありま

す。職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例であります。
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国の法律、それから雇用保険法の改正に伴いまして、職員の勤務期間、休暇等

に関する条例を一部改正するものであります。 

 第８条の２につきましては、育児または介護を行う職員の早出、遅出の勤務

の部分をうたっておる条項であります。それから第８条３第４項中につきまし

ては、育児または介護を行う職員の深夜勤務、時間外勤務の制限をうたったも

のであります。それぞれ法律の改正に伴いまして条項を改正するものとなって

おります。 

 そして、今回新たに、中段あたりになりますけれども、２、任命権者は、う

んぬんとありますけれども、これが加わっております。これにつきましては３

歳未満の子を養育するために育児休暇を請求した場合は、特別な事情の場合を

除きまして時間外勤務をさせてはならいという条項の追加となっております。 

 施行は、国の施行に合わせまして６月 30 日から施行ということでありますの

でよろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第 14 号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

 

 日程第 19 議案第 15 号 上程・付託 

○議長（武石善治） 日程第 19 議案第 15 号 職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（鈴木義廣） 22 ページになります。議案第 15 号 職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例であります。 

これにつきましては、国家公務員の法律、それから地方公務員の育児休業等

に関する法律の一部改正に伴いまして条文をそれぞれ整備するわけですけれど

も、その主な内容につきましては、今までは産後 1 回ということでありました

が、ただし、産後８週の間にもう１度とることができるということ。というこ

とは２回育児休業をとることができるところを改正となっておりますのでよろ

しく願いいたします。 

 なお、施行日は、国の施行に合わせまして６月 30 日となっておりますのでよ

ろしくお願いします。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第 15 号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 
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 日程第 20 議案第 16 号 上程・付託 

○議長（武石善治） 日程第 20 議案第 16 号 上小阿仁村簡易水道事業給水

条例の一部を改正する条例のついての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。建設課長。 

○建設課長（小林隆） 議案の 24 ページであります。上小阿仁村簡易水道事業

給水条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 別表第１、水道料金のところでありますが、各地区料金ということで、統合

地区の水道料金を今まで 10 立方メートルまで 2,625 円、超過１立方メートルに

つき 53 円のところを、下段になりますが、５立方メートルまで 1,680 円、超過

１立方メートルにつき 95 円という料金に改正したいということです。 

 それとプール用の料金でありますが、沖田面地区、今プール使われておりま

せんので削除いたしました。並びに統合地区、旧小沢田小学校のプールがあり

ますが、それについても同一料金で行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第 16 号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

 

 日程第 21 陳情 上程・付託 

○議長（武石善治） 日程第 21 陳情の件を議題といたします。 

 本定例会において受理した陳情は、お手元に配布の陳情文書表のとおりであ

りますのでので、総務産業常任委員会に付託いたします。 

 

 散  会 

○議長（武石善治） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれ

にて散会いたします。 

 ご苦労様でした。 

  14 時 25 分 散会 


